
地方税法（法律・政令・省令）への準拠 住民サービスの向上 職員業務量の低減 自治体方針の実現 その他 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄 分類 詳細ご回答欄
承

諾

否

認

保

留

そ

の

他
固定

資産

税

17 外部 償却資産申告書（償却資産課

税台帳）（専用紙）

印字項目への意見 追加 実装すべき項目にカスタマーバー

コードを追加。

カスタマーバーコードを使用することによって区

内特別郵便代金を削減できるため。

印字

項目

反

映し

ない

B 対応方針のとおりとしてよいか、ご確認ください。 1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

理由は帳票No.31の償却申告案内

（汎用紙）が申告書送付票であ

り、申告書送付票にカスタマーバー

コードが含まれるため申告書には不要

ということでよろしいでしょうか。

この場合、帳票No.31償却申告案

内（汎用紙）の帳票説明に申告書

送付票である旨の記載が必要である

と思います。

4.その

他

H市ではカスタマーバーコードが有って

も特別郵便にすることはできないた

め、現在は必要ないですが、自治体

によって郵送料の節減が出来るので

あればオプションなどで実装が出来た

方が望ましいように思います。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

6 2

反映

しない

概ね了承いただきましたので、反映しないことといたします。

（G市）

コメントのとおりの運用を想定しております。

外部帳票であるため、備考欄に以下の記載を追加いたします。

「償却資産申告書と併せて納税義務者宛に送付する運用を想定しているもの。」

帳票No.31償却申告案内（汎用紙）賦課期日前の申告案内

備考

償却資産申告書と併せて納税義務者宛に送付する運用を想定しているもの。

● 償却

固定

資産

税

20 外部 償却資産種類別明細書（全資

産）専用紙・複写式

印字項目への意見 追加 21,24　増加事由をマークシート

形式としていただきたい。

本市では、AI-OCRを用い申告内容のデータ

化を試みており、丸を付ける形式ではAI-

OCRでの読取ができないため。

77 6 印字

項目

要

検

討

A 帳票No.20~22について、実装してもしなくても良い項目とし

て以下を追加する。

「増加事由」マークシート形式

帳票No.21~25、実装してもしなくても良い項目として以下

を追加する。

「減少の事由及び区分」マークシート形式

標準仕様書の立場として、eLTAX申告に促すこととし、紙に

機能を充実させない方向であると考えております。（法人住

民税についても同様の方針とするか調整中です。）

要件修正案のとおり、OCRを想定した項目を実装してもしな

くても良い機能として追加すべきか、確認させてください。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

E市は不要ですが、実装してもしなく

てもよい機能として追加でよいと思い

ます。

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

実装してもしなくても良い項目として

追加する分には差し支えないと考えま

す。

現行の電子申告率（全国で40％

未満）の状況で、eLTAX前提で進

めるのは難しいと思います。電子申告

率の向上や制度の変更（電子申告

を義務化するなど？）などが先では

ないでしょうか。

4.その

他

今後、電子化促進が行われたとして

も、紙での申告者は一定数残ってい

くと思われるので、マークシート形式は

業務削減に効果があるように思われ

ます。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

・当市ではAI-OCRを導入しておら

ず、また今後の導入についても未定

（左記のとおりeLTAX推進の中でど

こまで紙申告分について費用をかける

か等の課題）であるため、数値とマー

クシートのどちらの方がよいか不明で

あるが機能として追加されても問題な

いと考えています。

6 2

反映

する

 「増加事由」マークシート形式、「減少の事由及び区分」マークシート形式をオプ

ションとして追加します。

帳票No.20~22について、実装してもしなくても良い項目として以下を追加する。

「増加事由」マークシート形式

帳票No.21~25、実装してもしなくても良い項目として以下を追加する。

「減少の事由及び区分」マークシート形式

● 償却

固定

資産

税

20 外部 償却資産種類別明細書（全資

産）専用紙・複写式

印字項目への意見 追加 複写される申告書にも増加事由

の記入欄を設けていただきたい。

複写される用紙が入力用となっており、増加

事由もデータ上で管理したいため。

印字

項目

要

検

討

B 帳票No.20「償却資産種類別明細書（全資産）専用

紙・複写式」の印字項目 「増加事由」の備考欄に以下の記

載を追加する。

　「・専用紙（提出用）

　　・複写式（入力用）」

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

・左記とは本題とは異なるが、増加事

由が移動による受け入れの場合、当

市では「移動年度」について入力用に

補記することで別途データ上で管理

している。

また「課税終了年」も保持している。

8

反映

する

了承いただきましたので反映いたします。

（K市）

・「異動年度」及び「課税終了年」とは、帳票No.20-25償却資産種類別明細書

（増加資産・全資産用）又は償却資産種類別明細書（減少資産用）上の項

目に含まれているものか又は、別途事業者に申告を求めている情報か確認させてく

ださい。

帳票No.20「償却資産種類別明細書（全資産）専用紙・複写式」の印字項目

「増加事由」の備考欄に以下の記載を追加する。

　「・専用紙（提出用）

　　・複写式（入力用）」

● 償却

固定

資産

税

27 内部 償却資産書類発送整理簿 帳票への意見 その他 【出力条件】

・対象となる年度を指定する。

【出力条件】

・現年度を対象とする。また、現年

度において発送先住所が変更さ

れた納税義務者については、最新

のものを対象とする。

庁内の共有フォルダにエクセル形式のものを保

存しておけば、過年度の帳票を随時取得でき

る仕様は不要と考えるため。

95 2 帳票

一覧

要

検

討

B 帳票No.27 償却資産書類発送整理簿の出力条件につい

て、以下のとおり修正して支障がないか、ご確認ください。

修正前：

・対象となる年度を指定する。

修正後：

・現年度を対象とする。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

3.保留 基本は現年度の発送情報のみ使用

するとは思いますが、想定外に過年

度発送情報が必要なケースが起きる

場合も考慮し、弾力的に運用できる

ようにしたほうがいいとも思います。た

だ、過年度発送情報が必要なケース

としては正直あまりイメージできず、意

見形成に至らないため、保留としまし

た。

2.否

（考え

が異な

る）

修正前でも市のご要望の要件は充

足されていると思われますので、修正

前の記載のままとしていただきたい。

納税義務者数が多く、市が提案の

毎年共有フォルダ等に格納することは

困難となります。

また、帳票については統計事務や予

算・定数事務で過去の実績確認も

必要であり、基本的に「現年度のみ

を対象とする」ような要件は避けてい

ただきたい。

1.諾

（大筋

OK）

償却資産申告書については翌年度

のものが発行されるのであれば修正

案のとおりで大丈夫です。（令和2

年12月時点で発送する償却資産申

告書は令和3年度（翌年度）のも

のになります）

1.諾

（大筋

OK）

ここでいう「現年度」が、「新年度」の

ことであれば結構です。

（現年度中に、新年度（翌年度）

課税用に年度切替した課税台帳か

ら申告書を作成・発送するため）。

1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

・通常現年のみと思われるが、送付

遅れ等過年度分のデータに変更が

生じる可能性もあるため、適宜最新

の情報で任意の年を出力することし

たい。

5 2 1

反映

しない

統計事務や予算・定数事務で過去の実績確認も必要でといった意見や、送付遅

れ等過年度分のデータに変更が生じる可能性もあるといった意見など、支障ありと

する団体が2団体（保留も含めると３団体）おりますので、反映しないことといたし

ます。

● 償却

固定

資産

税

31 外部 償却申告案内（汎用紙） 帳票への意見 その他 増減申告と全資産申告を別々に

出力できるようにしてください。ま

た、汎用紙だけでなく専用紙も認

めてください。

増減申告対象者と全資産告対象者では同

封帳票が異なるため。また、増減申告対象者

には申告書類一式を窓あき封筒で発送してい

るのですが、第26号様式と汎用紙では大きさ

が異なるので住所欄が窓の位置から外れてし

まうため。

帳票

一覧

要

検

討

A ①　標準化の方向性として、eLTAXでできる手続きは、紙申

告の場合でも汎用紙に移行させていきたいと考えております。

　そのため、専用紙（複写式など）についてはオプションとした

いと思いますが、ご意見をお聞かせください。

　※　複写式の申告書を事業者に送付した場合であっても、

事業者がその用紙を使用せずに、会計ソフト等から出力した

申告書を課税庁に提出している実態があると想定しておりま

す。

②　増減申告と全資産申告を別々に出力することの必要性

について、確認させてください。

1.諾

（大筋

OK）

①　専用紙（複写式など）について

はオプションでよいのではと思います。

②　別々に出力することの必要性は

不明（なしでいいのでは？）です。

1.諾

（大筋

OK）

オプションで問題ありません。 4.その

他

①当市としては異存ありません。

②帳票としては、どちらの申告形式で

も対応できる帳票を用意することで、

必要性は薄れるとは思います。ただ機

能としては、増減申告者には申告書

類一式を、全資産申告者には申告

案内のみを発送する、という当市の

運用方法の場合、別々に出力指示

を出す機能は必要であると考えま

す。、

4.その

他

①償却申告案内についての確認事

項でよろしいでしょうか。当該帳票は

申告書送付時に添付する送付票と

認識しています。申告書本体ではな

いことから複写様式は不要と考えいま

す。複写様式以外で何かしらの専用

紙が必要であるのであれば認めてよ

いと考えます。

②償却申告案内については申告書

の送付票であり、本文についても申

告時期をお知らせする程度の文が記

載されたものと認識しております。増

減申告と全資産申告で内容がかわ

るものではないと思っておりますので

別々に出力する必要性はないと考え

ております。質問市においては申告方

法を詳細に案内するものと認識され

ているのでしょうか。

1.諾

（大筋

OK）

コピー機や電子申告の発達により、

今後、複写式のニーズは、ますます無

くなっていくと思われるので、オプション

で良いかと思われます。

4.その

他

①eLTAXが普及しつつあり、本市に

おいてはR3年度全申告の40％ほど

がeLTAXになりましたが、それでもまだ

市から送付した専用紙・複写式（当

市の場合は提出用・控用の複写）

の申告書を使用する申告者が30％

ほどいます。

中小企業や個人事業主の多い地域

では、まだ複写式控え付きの申告書

に対する需要が高いと思われます。

一方、複写（入力用）は、パンチ入

力委託やOCRの仕様との兼ね合い

の中で検討すべき問題であり、オプ

ションでも良いと考えます。

②本市では、申告案内は、申告形

態を問わず共通の冊子を利用してい

ます。増減申告対象者と封入物が

異なる電算申告・全資産申告対象

者については、別途案内文を１枚入

れています。システム的に申告形態

別に分けて出力可能とする使用は、

必須ではないと思います。

1.諾

（大筋

OK）

①オプションで差し支えありません。

②申告書発送作業の際に種類別明

細書一覧表の有無で分けて封入作

業を行っております。意見発出団体

のご指摘の内容は16、17、20、21、

23、24も含めて、印刷時の出力順

序の設定を指定することができれば、

申告方法の別で分けることができると

思います。

4.その

他

①複写式を送付しても会社様式で

申告される場合もあるが、紙申告分

のパンチの手間等を考えると申告書と

種類別明細書は専用紙（複写

式）が望ましい（申告案内は汎用

紙でよい）。

②別々の出力というよりも、帳票全

体について任意の出力順とできるよう

にしたい。

4 4

反映

する

①償却資産申告書、償却資産種類別明細書につきましては、それぞれ、「汎用

紙」、「専用紙」、「複写式」と３つの用紙を定義しておりますが、「汎用紙」を必須と

し、「専用紙」、「複写式」についてはオプションといたします。

（G市あて）

本意見における確認事項としては、「償却申告案内」についてではなく、「償却資産

申告書」、「償却資産種類別明細書」についての確認となっております。

その上で、①の方針としてよいか確認させてください。

②償却資産申告書（帳票16～18）、償却資産種類別明細書（帳票20～

25）の各帳票について、「増減申告と全資産申告を別々に出力できること」を出力

条件に加えることとし、オプション（実装してもしなくても良い。）といたします。

①

・償却資産申告書（汎用紙）

・償却資産種類別明細書（汎用紙）

→　実装すべき帳票

・償却資産申告書（専用紙）及び（複写式）

・償却資産種類別明細書（専用紙）及び（複写式）

→　実装してもしなくても良い帳票

②

償却資産申告書（帳票16～18）の出力条件に以下を追加

「増減申告と全資産申告を別々に出力できること」

備考　実装してもしなくても良い。

償却資産種類別明細書（帳票20～25）のの出力条件に以下を追加

「増減申告と全資産申告を別々に出力できること」

備考　実装してもしなくても良い。

● 償却

固定

資産

税

31 外部 償却資産の申告案内（汎用

紙）

印字項目への意見 追加 発送日 発送日を通知する必要があるため。 98 3 印字

項目

要

検

討

B 帳票No.31「償却資産の申告案内（汎用紙）」に「発送

日」を印字する必要がるか確認させてください。必要な場合は

その理由についてもご教示ください。

1.諾

（大筋

OK）

あってもいいと思います。 2.否

（考え

が異な

る）

不要です。 4.その

他

必要性は薄いと思います。 1.諾

（大筋

OK）

必要と考えます。

一般的な話としていつ送付された文

書か相手方に伝えるため。

1.諾

（大筋

OK）

公官庁からの発送物であれば発送

日はあった方が望ましいように思われ

ます。

4.その

他

必須ではないと考えます。 1.諾

（大筋

OK）

処理する上で発送日の管理をする必

要はありませんが、公文書は一般的

に発送日が記載されるものと思いま

す。

4.その

他

・当市の現在の様式では記載するこ

ととしているが、必須とは考えていな

い。

4 1 3

要検

討

必要（4団体）：G市、H市、C市、J市

不要（4団体）：E市、F市、I市、K市

実装してもしなくても良い項目として要件化いたします。

帳票No.31　償却資産の申告案内（汎用紙）

印字項目に、実装してもしなくても良い項目として「発送日」を追加

● 償却

固定

資産

税

33 外部 申告はがき 帳票への意見 その他 【出力条件】

・対象となる年度を指定する。

【出力条件】

・現年度を対象とする。また、現年

度において発送先住所が変更さ

れた納税義務者については、最新

のものを対象とする。

庁内の共有フォルダにエクセル形式のものを保

存しておけば、過年度の帳票を随時取得でき

る仕様は不要と考えるため。

95 2 帳票

一覧

要

検

討

B 帳票No.33 申告はがきの出力条件について、以下のとおり

修正して支障がないか、ご確認ください。

修正前：

・対象となる年度を指定する。

修正後：

・現年度を対象とする。

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

現年度で問題ありませんが。対象年

度を指定できれば、現年度に限定す

る必要はないように思います。

3.保留 発送業務の性質上、基本は現年度

の発送情報のみ使用するとは思いま

すが、想定外に過年度発送情報が

必要なケースが起きる場合も考慮

し、職員の指定による出力方法とし

て、弾力的に運用できるようにしたほ

うがいいとも思います。とはいえ、過年

度発送情報が必要なケースとしては

正直あまりイメージできず、意見形成

に至らないため、保留としました。

2.否

（考え

が異な

る）

修正前の表記で充足されると思われ

るので修正不要と考えます。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

ここでいう「現年度」が、「新年度」の

ことであれば結構です。

（現年度中に、新年度（翌年度）

課税用に年度切替した課税台帳か

ら申告書を作成・発送するため）。

本市では現状、簡易申告用のハガ

キは運用していませんが、仮に運用す

るとしても、新年度の当初申告用の

みで良いと考えます。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

5 1 1 1

反映

する

支障ないという意見が多数であったため、反映いたします。

（I市あて）

お見込みのとおりです。

● 償却

固定

資産

税

33 外部 申告はがき 印字項目への意見 追加 発送日 発送日を通知する必要があるため。 98 3 印字

項目

要

検

討

B 帳票No.33「申告はがき」に「発送日」を印字する必要がるか

確認させてください。必要な場合はその理由についてもご教示

ください。

1.諾

（大筋

OK）

あってもいいと思います。 2.否

（考え

が異な

る）

不要です。 4.その

他

必要性はうすいと考えます。 1.諾

（大筋

OK）

必要と考えます。

一般的な話としていつ送付された文

書か相手方に伝えるため。

1.諾

（大筋

OK）

公官庁からの発送物であれば発送

日はあった方が望ましいように思われ

ます。

4.その

他

年に一度一斉に発送するだけであれ

ば必須ではないと考えます。

1.諾

（大筋

OK）

処理する上で発送日の管理をする必

要はありませんが、公文書は一般的

に発送日が記載されるものと思いま

す。

4.その

他

特に必須ではない 4 1 3

要検

討

必要（4団体）：G市、H市、C市、J市

不要（4団体）：E市、F市、I市、K市

実装してもしなくても良い項目として要件化いたします。

帳票No.33　申告はがき

印字項目に、実装してもしなくても良い項目として「発送日」を追加

● 償却

固定

資産

税

37 外部 償却資産の申告について（催告

はがき）

印字項目への意見 追加 発送日 発送日を通知する必要があるため。 98 3 印字

項目

要

検

討

B 帳票No.37「償却資産の申告について（催告はがき）」に

「発送日」を印字する必要がるか確認させてください。必要な

場合はその理由についてもご教示ください。

1.諾

（大筋

OK）

あってもいいと思います。 2.否

（考え

が異な

る）

不要です。 4.その

他

発送から提出期限日が短く、かつ郵

便日数が長く見込まれるケースも想

定されるため、また、「いつ送ったのか」

等の問合せに関する証拠を運用上

残す意味でも、必要と思われます。

1.諾

（大筋

OK）

必要と考えます。

一般的な話としていつ送付された文

書か相手方に伝えるため。

1.諾

（大筋

OK）

公官庁からの発送物であれば発送

日はあった方が望ましいように思われ

ます。

4.その

他

年に１度一斉発送するだけであれ

ば、必須ではないと考えますが、複数

回発送することがあるならば、印字し

た方が良いと考えます。

1.諾

（大筋

OK）

必要です。提出と行き違いで催告書

を発送してしまうこともあり、所有者に

説明する際に発送日があると説明し

やすいです。

4.その

他

・当市の現在の様式では記載するこ

ととしているが、必須とは考えていな

い。

4 1 3

要検

討

必要（4団体）：G市、H市、C市、J市

不要（4団体）：E市、F市、I市、K市

実装してもしなくても良い項目として要件化いたします。

帳票No.37　償却資産の申告について（催告はがき）

印字項目に、実装してもしなくても良い項目として「発送日」を追加

● 償却

固定

資産

税

39 内部 大臣・知事配分一覧表 帳票への意見 追加 【帳票概要】

指定した年度において～

【出力条件】

対象となる年度を指定する

【帳票概要】

指定した年度及び期別において

～

【出力条件】

対象となる年度及び期別を指

定する

年度だけだと現年度更正に対応できないた

め。

帳票

一覧

反

映

B 帳票No.39 大臣・知事配分一覧表の帳票概要及び出力

条件について、以下のとおり修正する。

修正前：

　（帳票概要）～　指定した年度において、～

　（出力条件）・対象となる年度を指定する。

修正後：

　（帳票概要）～　指定した年度及び期別において、～

　（出力条件）・対象となる年度及び期別を指定する。

要件修正案のとおりとしてよいか、ご確認ください。 3.保留 期別の必要性が分からないため、保

留とさせていただきました。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

4.その

他

期別情報が必要となる状況が想定

できません。

1.諾

（大筋

OK）

1.諾

（大筋

OK）

2.否

（考え

が異な

る）

当市は課税標準額を期別で管理し

ていません。また、市長決定分、土地

家屋も含めた課税標準額から期別

の税額を算出しているので、期別指

定はオプションでお願いしたいです。

1.諾

（大筋

OK）

・期別は複数選択も可能としたい。 5 1 1 1

反映

する

ご意見を踏まえて反映いたします。

なお、抽出条件については年度と書き分けて、「～できること」といたします。

※帳票概要の修正は行いません。

帳票No.39 大臣・知事配分一覧表の出力条件について、以下の条件を追加す

る。

・対象となる期別を指定できること。

● 償却

固定

資産

税

追加 償却資産調査結果リスト その他 追加 調査結果情報から一定の条件

（調査内容、調査日）を指定

し、償却資産課税台帳情報を

データで抽出できること

・対象となる年度を指定する。

・対象となる調査条件を指定す

る。

毎年実施する各種調査の適正な実施に繋が

る

帳票

一覧

要

検

討

B 新規帳票として「償却資産調査結果リスト」が、必要かどうか

確認させてください。必要な場合はその理由についてもご教示

ください。

2.否

（考え

が異な

る）

現状、本市では不要です。 2.否

（考え

が異な

る）

不要です。 3.保留 当市では、実地調査結果等は

Accessにて管理していますが、税務

システムの帳票として一元管理でき

れば、基本的には効率化に寄与でき

る印象は受けます。ただ、新規帳票

の登録情報項目、既に2~30年分

の蓄積情報の移行作業に対するコス

トとその効果等を想定すると、必要、

とまでは言い切れないとも考えます。

1.諾

（大筋

OK）

必要。

機能要件で度々記載しているが調

査に関する事項はあまりにも自治体

間に差があり、かつ事務の内容が税

法で定まっているものではないので標

準化の対象外とすべきと考える。

調査内容の登録についても自治体の

任意で項目設定できる必要がある。

2.否

（考え

が異な

る）

4.その

他

個別の機能としては実装してもしなく

ても良いと思われます。

機能要件3.1.21の記録項目を抽出

できるEUCで対応できるのではないで

しょうか。

4.その

他

機能要件3.2.21.をEUC機能等で

出力すれば結果一覧表になると思い

ますので帳票は不要と考えます。

4.その

他

・あれば便利になる可能性もあります

が、現時点で使用していない帳票で

あり、必須とは考えていません。（償

却）

1 3 1 3

反映

する

必要又はEUC出力を前提としている団体がいることから、本帳票を実装してもしなく

ても良い帳票として要件化いたします。

帳票追加

償却資産調査結果リスト

→　実装してもしなくても良い帳票

● 償却

固定

資産

税

償却資産課税台帳管理 追加 償却資産課税台帳の内容を画

面上で照会できること。また即時

印刷できること。

通常業務に必要なため。 800 5 帳票

一覧

要

検

討

A 申告後に課税庁側のチェック作業等で修正があった場合等

に、最終の課税台帳情報を納税義務者が確認したいケース

があると考えられますが、固定資産税システム上必要な機能

であるか確認させてください。

1.諾

（大筋

OK）

3.保留 どういった画面表示を想定しているか

不明です。課税台帳の内容は管理

しているはずなので表示は可能と思い

ます。

2.否

（考え

が異な

る）

当市では、申告内容に修正があった

場合、申告主義に基づき原則として

再提出をお願いしていること、また、

課税台帳を名寄帳様式として運用

しており、賦課決定（4月1日）後

でないと開示すべきでないと考えるた

め、納税義務者確認の用としては必

要でないと思います。ただ、職員の処

理等を確認・記録するケースでは有

用だと考えます。

1.諾

（大筋

OK）

課税台帳の照会及び印刷機能は必

要であると考えます。

1.諾

（大筋

OK）

修正入力を行った際のチェック作業等

で使うことになるので、必要と思われ

ます。

4.その

他

償却資産課税台帳、明細書を印刷

できる機能は必須です。主に内部帳

票として使用し、入力内容のチェッ

ク、更正時の決裁用に使用します。

その他、申告時や申告時に、現在の

登録内容を知りたい納税義務者に、

提供することがあります。

3.保留 機能要件3.1.1で画面上での参照

ができると思います。

帳票要件No18、22で最新の課税

台帳情報を印刷できるものと理解し

ていましたがちがいましたか？

1.諾

（大筋

OK）

・問い合わせ等において速やかに対応

するため、画面で確認したい。

・チェック作業後はほとんど見返すこと

がなく、納税義務者からの閲覧申請

等も少ないため、データ保管できれば

保管スペースの削減につながる。（償

却）

4 1 2 1

反映

する

必要というご意見が多数ございますので、要件化いたします。

帳票No.18、22の備考欄に、以下の記載を追加いたします。

「対象年度を現年度及び過年度とした場合は、固定資産税システム上に登録され

ている償却資産課税台帳上の情報が印字されること。（納税義務者からの閲覧

申請等を想定したもの。）」

No.18　備考

対象年度を現年度及び過年度とした場合は、固定資産税システム上に登録され

ている償却資産課税台帳上の情報が印字されること。（納税義務者からの閲覧

申請等を想定したもの。）

No.22　備考

対象年度を現年度及び過年度とした場合は、固定資産税システム上に登録され

ている償却資産課税台帳上の情報が印字されること。（納税義務者からの閲覧

申請等を想定したもの。）

● 償却

固定

資産

税

申告書作成 追加 申告はがき 汎用紙 対象件数が少ないため、専用のはがき等を印

刷するよりも、汎用紙等に印刷し、封筒で送

付するほうが、経費節減になる。

帳票

一覧

要

検

討

B 申告はがきの用紙について、”汎用紙”の必要性について確認

させてください。必要な場合はその理由もご教示ください。

※　汎用紙も要件化する場合には、帳票名称の変更を別

途検討いたします。

2.否

（考え

が異な

る）

現状、本市では不要です。 2.否

（考え

が異な

る）

不要です。 2.否

（考え

が異な

る）

他自治体業務に容喙するようで恐縮

ですが、自治体ごとに様式をExcel等

で別途作成することで対応できると思

われるので、必要性はうすいと思いま

す。

4.その

他

汎用紙が必要な自治体があるのであ

れば実装してもしなくてもいい帳票と

して項目追加されていいと考えます。

4.その

他

当市としては、費用や作業量に影響

が少ないため、どちらでも良いです。

3.保留 当市では運用していないため不明で

すが、簡易的に申告内容を記載して

返送することを前提としている帳票で

あるならば、情報保護の観点から、圧

着の方が良いのではないでしょうか。

4.その

他

・特に必要とは考えていない（当市で

は圧着の申告はがきを約18,000通

送付）

3 1 3

反映

しない

必要とする団体がいないため、反映しないことといたします。 ● 償却

固定

資産

税

未申告事業者抽出 追加 ・免点以上・免点未満（前年度

の資産を基に本年度試算した額

で判定）、死亡情報、申告書発

送区分についてもリスト上で同時

に確認できること。

区分ごとに対応や通知方法を検討するなど、

事務処理方法の検討に必要なため。

印字

項目

要

検

討

B 帳票No.35「未申告者一覧表」の印字項目として、「免点

以上・免点未満（前年度の資産を基に本年度試算した額

で判定）」、「死亡情報」、「申告書発送区分」を追加する

必要性について確認させてください。必要は場合はその理由も

ご教示ください。

2.否

（考え

が異な

る）

現状、本市では不要です。 4.その

他

死亡情報については、未申告者の確

認時に必要と思います。

1.諾

（大筋

OK）

以下の理由から、必要であると思い

ます。

「免点以上・免点未満」・・・免点未

満事業者への発送省略等、事務省

力化に寄与すると思います。ただ、全

資産申告は、明細をシステムに登録

していない場合は課標試算が困難な

ため、前年度課標が指定数値以

上、以下で条件設定できるほうが、

様々な催告事務運用に対応できると

思います。

「死亡情報」・・・1月1日以降に死亡

した方の送付先確認資料として。

「申告書発送区分」・・・非送付設定

等、過去の経緯で送付がない申告

者の確認に寄与すると思います。

4.その

他

内部帳票なので印字項目は標準化

の対象外と考えていますが認識に齟

齬がありますでしょうか。

1.諾

（大筋

OK）

必須ではないですが、左記項目があ

れば、発送の際に役立つと思われま

す。

4.その

他

当市では未申告者一覧表にそのよう

な項目までは設けていませんが、EUC

で定型を組むことで実現可能ではな

いでしょうか。

システムのテーブルの仕様にもよります

が、

償却資産課税台帳のテーブルから宛

名番号、課税標準額、

申告情報等を管理するテーブルから

宛名番号、申告区分、受付年月

日、

宛名システムから宛名番号、氏名住

所、死亡日等

を選び、宛名番号で結合し、受付年

月日未入力のものを抽出する定型が

あれば良いと思います。

業務共通要件の1.7.1「EUC要件」

の書きぶりからすれば可能と思われま

す。

1.諾

（大筋

OK）

・申告督促については、人数が多いこ

と等もあり免税点未満の方を除外と

するなどの処理も行っているため、左

記のように判定する項目があることが

望ましい。

・ただし、全資産申告については前年

度の資産を基に本年度試算した額を

算出することができないので、前年度

が免税点以上かどうかや申告方法に

ついての項目も必要になると考えま

す。

3 1 3

反映

する

帳票No.35「未申告者一覧表」の帳票概要を以下のとおり修正いたします。

修正前：

　償却資産申告書の未申告者を確認するための帳票。

　指定した任意の時点における申告を受け付けていない納税義務者の一覧表で、

各納税義務者について、住所・電話番号等が記載されている。

修正後：

　償却資産申告書の未申告者を確認するための帳票。

　指定した任意の時点における申告を受け付けていない納税義務者の一覧表で、

各納税義務者について、住所・電話番号、前年度課税標準額、死亡年月日・閉

鎖等年月日、申告書発送区分等が記載されている。

※免税点未満・以上の別については、前年度課税標準額が印字されることで、充

足されると判断いたしました。

（G市）

内部帳票においては、印字項目まで定義しない方針ですが、特に必要とされる項

目については、内部帳票に明記することで、ベンダ側に実装を求めることを想定して

おります。

● 償却

税目
帳票

番号
内外

修正の根拠

検討

対象

類似

意見

No.

同趣

旨

要件

数

対

応

方

針

事

前

確

認

要件修正案 確認項目
帳票名称

対象

（帳票への意見・印字項目への

意見・その他）

修正の種類

（追加・削除・その他）
修正前 修正後

C市 E市 F市

要件修正
WT

対象

業務

区分

I市 J市 K市 分類　集計結果H市 地方税共同機構
仕様

反映
事務局意見

G市


